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Ｑ．私どもの事業協同組合は、現在、事業拡張のための増資を計画していますが、組

合員の大半が小規模な事業者であるため負担能力の問題があり、今回は理事長企業

をはじめ一部の有力な組合員の割当比率を高めに設定しています。ところが、この

割当て案でいきますと、増資後の理事長企業の出資比率が全体の３０％を占めるこ

ととなり、２５％の法定限度を超えてしまいます。組合員の出資口数に係る限度の

特例があると聞きましたが、今回のような場合でもこの特例の適用が受けられるの

でしょうか。 

 

Ａ．中協法は、組合員の平等を実質的なものとし、組合の民主性を確保するため、１

組合員の出資口数を、事業協同組合にあっては、原則として出資総口数の２５％以

内に制限しています。これは、少数の者に出資が偏ると、実際の組合運営が多額出

資者の意図する方向に傾き、議決権及び選挙権の平等が事実上崩される恐れがある

からです。 

   ただし、この出資口数の制限については、ご指摘のとおり、特例が設けられてい

ます。 

   この特例は、組合財産の維持の見地から、特定の場合に限って、組合員は例外と

して出資総口数の３５％まで持つことが認められるというもので、この特例が認め

られるのは、次の４つの場合に限られています。 

  ① 組合員が自由脱退する場合に、その予告期間の終了までに、他の組合員がそ

の持分の全部又は一部を引き受ける場合 

  ② 法人たる組合員同士が合併又は共同新設分割によって成立した法人たる組合

員で、合併により解散する法人たる組合員又は共同新設分割をする法人たる組

合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を合併又は共同新設分割後

１年以内に引き受けて組合に加入してくる場合 

  ③ 法人たる組合員の合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法

人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、合併により解散する法人た

る組合員又は吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当

する出資口数を合併又は吸収分割後１年以内に引き受ける場合 

  ④ 合併以外の事由により法定脱退した組合員の出資口数の全部又は一部に相当

する出資口数を他の組合員が当該組合員の脱退後１年以内に引き受ける場合 

   要するに、出資口数の限度に係る特例の適用は、組合員の脱退、合併、分割と

いったやむを得ない事情により減少した組合財産を補う場合に限られており、し

たがって貴組合のような増資のケースには、この特例の適用は認められておりま

せん。これは、組合財産の維持・充実という観点からは、負担能力のある組合員

に応分の出資を引き受けてもらうことが望ましいものの、特例の範囲をあまり広

く認めると、組合員の平等性の実質的な維持が難しくなることが懸念されるから

にほかなりません。 


